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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)(抄) 

 

(趣旨) 

第一条 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険

の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二

十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償

保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十

六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。 

2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のい

かんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外の

もので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除

く。)をいう。 

3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、

厚生労働大臣が定める。 

4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日まで

をいう。 

 

(保険関係の成立) 

第三条 労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業

が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以

下「保険関係」という。)が成立する。 

 

(労働保険料) 

第十条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収す

る。 

2 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次の

とおりとする。 

一 一般保険料 

二 第一種特別加入保険料 

三 第二種特別加入保険料 
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三の二 第三種特別加入保険料 

四 印紙保険料 

五 特例納付保険料 

 

(一般保険料の額) 

第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係

る保険料率を乗じて得た額とする。 

2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に

支払う賃金の総額をいう。 

3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労

働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。 

 

(一般保険料に係る保険料率) 

第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。 

一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、

労災保険率と雇用保険率(第五項(第十項又は第十一項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更された

ときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)とを加えた率 

二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険

率 

三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険

率 

2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業

に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財

政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定め

るところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務

災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数

業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤

災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健

康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条

において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の

種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 

3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号の

いずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年
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度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において

労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該

連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する

保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補

償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚

生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ご

とに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限

る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病に

かかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の

規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特

別加入者」という。)のうち、労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲

げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付を除く。)の額(労

災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、

年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額

は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一

項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業とし

て支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定める

ものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額

は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額

と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災

保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、

その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率

(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害に

係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額

及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項

に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮

して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項におい

て同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特

別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率

を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ず

る部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要

する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情

を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一

種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は
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百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労

災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労

働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率

を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災

保険率とすることができる。 

一 百人以上の労働者を使用する事業 

二 二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数

に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災

害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの 

三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業 

4 雇用保険率は、千分の十五・五とする。ただし、次の各号(第三号を除

く。)に掲げる事業(第一号及び第二号に掲げる事業のうち、季節的に休業

し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定す

る事業を除く。)については千分の十七・五とし、第三号に掲げる事業につ

いては千分の十八・五とする。 

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事

業その他農林の事業 

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕

又は水産の事業 

三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しく

は解体又はその準備の事業 

四 清酒の製造の事業 

五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短

期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業 

5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第

六十六条第一項、第二項及び第五項の規定による国庫の負担額(同条第一項

第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第六項の規定による国庫

の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除

く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規

定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓

練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額

等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用

勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第

十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給
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付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項に

おいて「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における

失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に

相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継

続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要がある

と認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、

雇用保険率を千分の十一・五から千分の十九・五まで(前項ただし書に規定

する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)については千分の十三・五から

千分の二十一・五まで、同号に掲げる事業については千分の十四・五から千

分の二十二・五まで)の範囲内において変更することができる。 

6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額

のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保

険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第八項において「一般保険

料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率(千分の四

の率を雇用保険率で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び当該一般保

険料徴収額に二事業率(千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業につい

ては、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。第三十一条

第一項において同じ。)を乗じて得た額(第八項において「二事業費充当徴収

保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合

計額をいう。 

7 厚生労働大臣は、第五項の規定により雇用保険率を変更するに当たつて

は、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二

条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考

慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにする

ために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を

保つことができるよう、配慮するものとする。 

8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用

保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定

するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところによ

り、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた

額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減し

た額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四

項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除し

て得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合に
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は、雇用保険率を一年間その率から千分の〇・五の率を控除した率に変更す

るものとする。 

9 前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要

があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を

定め、雇用保険率を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を

控除した率に変更することができる。 

10 第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五

項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十一か

ら千分の十九まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあ

るのは「千分の十三から千分の二十一まで」と、「千分の十四・五から千分

の二十二・五まで」とあるのは「千分の十四から千分の二十二まで」とし、

第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」と

あるのは「千分の四」とする。 

11 前項の規定にかかわらず、第九項の規定により雇用保険率が変更されて

いる場合においては、第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」

とあるのは「千分の十・五から千分の十八・五まで」と、「千分の十三・五

から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・

五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千

分の十三・五から千分の二十一・五まで」とし、第六項中「千分の三・五」

とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・

五」とする。 

 

(概算保険料の納付) 

第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保

険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その

保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立した

ものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法

第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保

険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第

三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日

以内)に納付しなければならない。 

一 次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用する

すべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当

該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての
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労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数

は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつ

ては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事

業についての第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般

保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料 

二 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業又は労災保険法第三十六

条第一項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料 

イ 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)に

あつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額につい

て前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における

第十三条の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数が

あるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省

令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省

令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第一種特

別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 

ロ 労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)に

あつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額につい

て前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における

前条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働

省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働

省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第三種

特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料 

ハ 労災保険法第三十四条第一項の承認及び労災保険法第三十六条第一項

の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金

総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びに

その保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込

額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及び前条

第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例

により算定した第三種特別加入保険料 

三 労災保険法第三十五条第一項の承認に係る事業にあつては、その保険年

度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千

円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込

額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の
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厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第二種特別加入保

険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 

2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる

労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載

した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の

翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種

特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から二十日以内に納付し

なければならない。 

一 前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用するす

べての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率

を乗じて算定した一般保険料 

二 前項第二号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃

金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労

災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労

働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第一種特別加入保

険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 

三 前項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十

四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業について

の第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 

3 政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記

載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に

通知する。 

4 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項

の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額

を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働

保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。 

 

(確定保険料) 

第十九条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生

労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四

十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険

関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が

取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災

保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入
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保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第三項において同

じ。)から五十日以内)に提出しなければならない。 

一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべ

ての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものにつ

いては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用

したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率

を乗じて算定した一般保険料 

二 第十五条第一項第二号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料 

イ 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労

働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険

料及びその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総

額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第

一種特別加入保険料 

ロ 第十五条第一項第二号ロの事業にあつては、その使用したすべての労

働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険

料及びその保険年度における第十四条の二第一項の厚生労働省令で定

める額の総額に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて

算定した第三種特別加入保険料 

ハ 第十五条第一項第二号ハの事業にあつては、その使用したすべての労

働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険

料並びにその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の

総額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及び

その保険年度における第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額

の総額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料 

三 第十五条第一項第三号の事業にあつては、その保険年度における第十四

条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特

別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 

2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる

労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険

関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第

一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当

該承認が取り消された日。次項において同じ。)から五十日以内に提出しな

ければならない。 

一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に
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使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料

率を乗じて算定した一般保険料 

二 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働

者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び

労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生

労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率

を乗じて算定した第一種特別加入保険料 

三 第十五条第一項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に

おける第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業につい

ての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 

3 事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りない

ときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料

を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度

の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものにつ

いては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあつて

は保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。 

4 政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその

申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これ

を事業主に通知する。 

5 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項

の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額

を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働

保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。

ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。 

6 事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額

(第四項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定

した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生

労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料

若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又

は還付する。 
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労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)(抄） 

 

第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以

上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の

事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死

亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわ

せて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事

由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当

該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつ

て労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

第二条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。 

 

第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 

② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法

(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)について

は、この法律は、適用しない。 

 

第六条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによ

る。 

 

第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」とい

う。)に関する保険給付 

二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含

む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又

は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲

げるものを除く。以下同じ。) 

三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」とい

う。)に関する保険給付 

四 二次健康診断等給付 

② 前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合

理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く

ものとする。 
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一 住居と就業の場所との間の往復 

二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 

三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。) 

③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げ

る移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項

各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は

中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを

得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中

断の間を除き、この限りでない。 

 

第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲

げる保険給付とする。 

一 療養補償給付 

二 休業補償給付 

三 障害補償給付 

四 遺族補償給付 

五 葬祭料 

六 傷病補償年金 

七 介護補償給付 

② 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準

法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害

補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十

一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補

償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項

に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償

を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づ

いて行う。 

③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負

傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号の

いずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することと

なつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 

一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。 

二 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に
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該当すること。 

④ 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する

労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事

由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随

時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、

当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その

請求に基づいて行う。 

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十

七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下

「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生

活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。) 

二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生

労働大臣が定めるものに入所している間 

三 病院又は診療所に入院している間 

 

第二十条 この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について

必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

第三十条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収す

る保険料については、徴収法の定めるところによる。 
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労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年労働省令第 22 号)(抄) 

 

(事務の所轄) 

第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」とい

う。)第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する

場合を含む。)、第三十五条第一項第六号及び第四十九条の三第一項に規定

する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第四

十九条の三第一項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げ

ない。 

2 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険

の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収

法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法

律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)及

び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)に基づく

事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。以下「労働者災害補償保険等

関係事務」という。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事

業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」

という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者

を所轄都道府県労働局長とする。 

一 事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合 その事業

の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 

二 当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する

複数業務要因災害に関するものである場合 同号に規定する複数事業労働

者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持す

る程度が最も高いもの(次項第二号及び第二条の二において「生計維持事

業」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 

3 労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を

除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金

の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府

県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署

長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲

げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする。 

一 事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合 その事業
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の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 

二 当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する

複数業務要因災害に関するものである場合 生計維持事業の主たる事務所

の所在地を管轄する労働基準監督署長 
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行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)(抄) 
 

(この法律の趣旨) 

第一条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほ

か、この法律の定めるところによる。 

 

(抗告訴訟) 

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する

不服の訴訟をいう。 

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力

の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下

単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。 

3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立

て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行

為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。 

4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又は

その効力の有無の確認を求める訴訟をいう。 

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく

申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわ

らず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。 

6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政

庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 

一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき

(次号に掲げる場合を除く。)。 

二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審

査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきで

あるにかかわらずこれがされないとき。 

7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をす

べきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁が

その処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。 

 

(原告適格) 

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」とい

う。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する
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者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後にお

いてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有す

る者を含む。)に限り、提起することができる。 

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上

の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令

の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分

において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場

合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と

目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するも

のとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁

決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益

の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとす

る。 

 

(出訴期間) 

第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経

過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、

この限りでない。 

2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起すること

ができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 

3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて

審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつた

ときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、

前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から

六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起す

ることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 

 

(取消判決等の効力) 

第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。 

2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。 

 

第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁

決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 

2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却し
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た裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、

判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をし

なければならない。 

3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判

決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。 

4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。 
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行政不服審査法(平成 26 年法律第 68号)(抄) 

 

(処分についての審査請求) 

第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めると

ころにより、審査請求をすることができる。 

 

(審査請求をすべき行政庁) 

第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定め

がある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める行政庁に対してするものとする。 

一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る

行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がな

い場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置

法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁

の長である場合 当該処分庁等 

二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは

国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁で

ある場合 宮内庁長官又は当該庁の長 

三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を

除く。) 当該主任の大臣 

四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁 

 

(審査請求期間) 

第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査

の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を

経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、

この限りでない。 

2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたと

きは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一

年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるとき

は、この限りでない。 

3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関す
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る法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事

業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に

規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査

請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 

 

(裁決の拘束力) 

第五十二条 裁決は、関係行政庁を拘束する。 

2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取

り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された

場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなけ

ればならない。 

3 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場

合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなけ

ればならない。 

4 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決

で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審

査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨

を通知しなければならない。 


